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県立ふれあいの村利用料金の改定について 

 

 日ごろから県立ふれあいの村をご利用いただきありがとうございます。 

 県立ふれあいの村の利用料金の見直しについては、施設の老朽化や、サービスの向上への対

応などを行い、今後も継続してふれあいの村を運営していく観点から、平成27年３月に足柄及

び愛川ふれあいの村の「利用料金の上限額」を改定しました。 

これに伴い、平成28年４月１日以降の足柄及び愛川ふれあいの村の利用料金は、次期指定管

理者が県議会で議決された後に決定するとしているところですが、この度、県教育委員会では、

次期指定管理者と協議を行い、利用料金を決定しましたので、お知らせします。 

また、２村の利用料金の改定にあわせて、学校利用及び青少年団体等に適用されていました

免除規定について、障害のある方が利用する場合等を除き、廃止することとしましたので、何

卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、三浦ふれあいの村については指定管理期間を２年間延長し、平成23年４月１日から平

成30年３月31日までとしているため、その期間中は、利用料金の値上げ及び免除の廃止は行わ

ないことを申し添えます。 

今後も利用者の皆様のご意見を参考にしながら施設のよりよい運営に努めてまいりますので、

皆様のご来村を心からお待ちしております。  
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